
平
成
二
十
七
年
三
月
九
日
提
出

質

問

第

一

一

九

号

福
島
県
内
の
除
染
事
業
及
び
中
間
貯
蔵
施
設
の
整
備
・
稼
働
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

本

村

賢

太

郎
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福
島
県
内
の
除
染
事
業
及
び
中
間
貯
蔵
施
設
の
整
備
・
稼
働
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
日
本
大
震
災
の
発
生
か
ら
ま
も
な
く
四
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に

よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
処
理
は
、
い
ま
だ
完
了
を
み
て
い
な
い
。
除
染
事
業
に
つ
い
て
は
一

定
の
進
展
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
放
射
線
量
の
高
い
帰
還
困
難
区
域
の
除
染
が
一
部
の
拠
点
地
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
な
ど
、

事
業
の
終
了
時
期
は
い
ま
だ
見
通
せ
な
い
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
福
島
県
内
の
除
去
土
壌
等
の
中
間
貯
蔵
施
設
に
つ
い
て
は
、

環
境
省
は
二
月
二
十
七
日
、
搬
入
開
始
日
を
三
月
十
三
日
と
す
る
旨
表
明
し
た
が
、
本
格
搬
入
に
向
け
た
用
地
の
取
得
、
施
設

の
建
設
、
除
去
土
壌
等
の
輸
送
、
さ
ら
に
は
平
成
五
十
七
年
三
月
ま
で
の
完
了
を
義
務
付
け
ら
れ
る
県
外
最
終
処
分
な
ど
に
お

い
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
多
い
。
福
島
の
復
興
を
さ
ら
に
進
め
る
た
め
に
は
、
地
元
住
民
の
方
々
の
意
向
に
十
分
配
慮
し
な

が
ら
除
染
の
推
進
と
中
間
貯
蔵
施
設
の
整
備
・
稼
働
を
急
ぐ
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

除
染
事
業
に
つ
い
て

�

福
島
県
内
で
除
去
土
壌
等
を
保
管
し
て
い
る
仮
置
場
等
で
は
、
中
間
貯
蔵
施
設
の
整
備
が
遅
れ
て
い
る
た
め
、
保
管
期

間
の
延
長
を
強
い
ら
れ
る
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
フ
レ
コ
ン
バ
ッ
グ
等
の
収
納
容
器
の
劣
化
が
進
み
、
放

射
性
物
質
に
よ
る
周
辺
環
境
へ
の
汚
染
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。
ま
た
、
保

一



管
終
了
ま
で
の
間
、
リ
ス
ク
回
避
の
た
め
の
対
策
を
ど
の
よ
う
に
講
じ
て
い
く
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

帰
還
困
難
区
域
の
除
染
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
除
染
モ
デ
ル
実
証
事
業
の
結
果
等
を
踏
ま
え
た
放
射
線
量
の
見
通
し
、

今
後
の
住
民
の
帰
還
意
向
、
将
来
の
産
業
ビ
ジ
ョ
ン
や
復
興
の
絵
姿
等
を
踏
ま
え
、
今
後
の
取
扱
い
を
検
討
す
る
と
し
て

い
る
が
、
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
に
基
づ
く
基
本
方
針
に
言
及
さ
れ
て
い
る
追
加
被
ば
く
線
量
が
特
に
高
い
地
域

に
係
る
特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
の
策
定
予
定
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

中
間
貯
蔵
施
設
の
整
備
・
稼
働
に
つ
い
て

�

施
設
建
設
予
定
地
の
地
権
者
の
特
定
作
業
、
用
地
の
取
得
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

昨
年
の
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
開
か
れ
た
地
権
者
を
対
象
と
す
る
説
明
会
に
お
い
て
国
が
提
示
し
た
用
地
買
取
り
の

標
準
価
格
が
地
権
者
側
の
希
望
価
格
よ
り
も
下
回
っ
て
い
る
旨
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
本
件
に
関
す
る
福
島
県
の
対
応
を

含
め
、
今
後
、
円
滑
な
用
地
の
取
得
に
向
け
、
買
取
り
価
格
の
設
定
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

�

地
権
者
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
土
地
や
地
権
者
が
用
地
の
取
得
交
渉
に
応
じ
な
い
土
地
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
対
応

を
図
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
地
権
者
が
懸
念
し
て
い
る
土
地
収
用
法
の
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
政
府

二



の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

福
島
県
内
の
個
々
の
仮
置
場
等
か
ら
中
間
貯
蔵
施
設
に
除
去
土
壌
等
を
搬
入
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
作
成
予
定
時
期
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

施
設
の
整
備
や
施
設
へ
の
除
去
土
壌
等
の
搬
入
の
終
了
予
定
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

最
終
処
分
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て

�

第
百
八
十
七
回
国
会
で
成
立
し
た
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
付
さ
れ
た
衆
議
院

及
び
参
議
院
の
環
境
委
員
会
の
附
帯
決
議
で
は
、
「
環
境
省
を
中
心
に
政
府
は
最
終
処
分
地
の
選
定
を
検
討
し
、
除
去
土

壌
等
の
減
容
化
技
術
の
早
期
開
発
等
、
必
要
な
措
置
の
具
体
的
内
容
と
各
ス
テ
ッ
プ
の
開
始
時
期
を
明
記
し
た
工
程
表
を

作
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
取
組
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
毎
年
、
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
附

帯
決
議
で
求
め
ら
れ
て
い
る
工
程
表
の
作
成
予
定
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

現
在
の
主
な
除
去
土
壌
等
の
減
容
化
技
術
に
よ
っ
て
実
現
し
得
る
減
容
化
の
程
度
と
こ
れ
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

現
時
点
で
考
え
ら
れ
る
中
間
貯
蔵
施
設
に
搬
入
さ
れ
た
貯
蔵
物
の
再
生
利
用
の
用
途
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



�

最
終
処
分
場
の
選
定
作
業
は
、
処
分
場
候
補
地
の
地
方
自
治
体
等
と
の
協
議
に
相
当
な
時
間
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
法
律
に
明
記
さ
れ
た
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十
年
以
内
の
最
終
処
分
完
了
の
確
実
な
実
行
に
向
け
た
、
当
該
地
方
自
治

体
等
と
の
交
渉
開
始
予
定
時
期
の
見
通
し
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


